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ベビーカーのＳＧ基準 

SG Standard for stroller 

 

１． 基準の目的 

この基準は、ベビーカーの安全性品質及び使用者が誤った使用をしないための必要事項につ

いて定め、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図ることを目的とする。 

 

２． 適用範囲 

この基準は、乳幼児を寝かせた状態又は座位姿勢で乗せ、外気浴、買物等に使用する１人乗り

用のベビーカー（以下「ベビーカー」という）について適用する。ただし、店舗用ショッピング

カートは除く。 

 

３． 種類 

種類は、次のとおりとする。 

 

A形 ： 新生児※1期を過ぎて(1か月)から、使用でき、最長で 48か月までの間で使用期間を定

めたベビーカー 

     適用月齢の指定例；「新生児期を過ぎて(1か月)から 48か月まで」、「1か月から 36

か月まで」 

 

B 形 ： おすわりができる時期※2(6～7 か月)から使用でき、最長で 48 か月までの間で使用期

間を定めたベビーカー 

適用月齢の指定例；「おすわりができる時期(6～7 か月)から 48 か月まで」、「6 か

月から 36か月まで」 

  

 備考 *1；新生児とは、生後 28日（4 週間）までの乳児をいう。 

*2；乳児が一人でおすわりができ始めるのは生後約 6 か月からであるが、安定しておすわりができる月齢は 7か月を過ぎて

からである。 

 **；なお、成長は個人差があるため月齢は一般的な目安です。 
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４． 安全性品質 

ベビーカーの安全性品質は、次のとおりとする。 

項 目 基    準 基 準 確 認 方 法 

1. 外観、構造

及び寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ベビーカーの外観、構造及び

寸法は、次のとおりとする。 

 

(1) 仕上げは良好で、手指等に

傷害を加えるようなばり、

先鋭部等がないこと。 

 

(2) 乳幼児の手足の届く範囲

に傷害を与えるような危

険な穴や開口部がないこ

と。 

ただし、深さ○ mm未満、

身体保持装置(シートベル

トバックル)の穴や開口部

は対象外とする。 

 

(3) 乳幼児の手足の届く範囲

の可動部間のすき間は、指

の挟みこみ、粉砕の危険性

がない構造であること。 

ただし、身体保持装置

(シートベルトバックル)

は対象外とする。 

 

(4) 折り畳み機構を有するも

のは、操作中に指を挟む危

険なすき間がないこと。 

 

(5) 座面と背もたれの角度は、

背もたれを最も立てた角

度は○°以上であり、座面

と水平線、背もたれと水平

線の角度は○°以上であ

り、背もたれの長さは○mm

以上であること。 

なお、A 形にあっては背
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項 目 基    準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もたれを最も倒したとき

の角度は○°以上である

こと。 

 

(6) シートベルトは乳幼児の

身体を十分保持できるこ

とを、A 形にあってはテス

トマス D0と D を用いて、B

形にあってはテストマス D

を用いて確認する。 

またシートベルトは肩、

腰、股を支持できるもので

容易に長さを調整でき、股

ベルト、腰ベルトにあって

は幅○㎜以上であり、肩ベ

ルトにあっては幅○㎜以

上であること。 

 

(7) 車輪付近部位は、列車のド

ア挟み検知試験を行った

ときに検知されやすい構

造であること。 

 

(8) 折り畳み機構を有するも

のは、開閉動作は円滑で、

意図しない解除による危

険を回避する構造である

こと。 

 

(9) 車輪を回転しないように

するストッパを有するこ

と。 

ただし、このストッパの

操作部は乗車中の乳幼児

が操作できない箇所にあ

り、かつ操作者がベビーカ

ーから手を離さず容易に

操作できる位置にあるこ
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項 目 基    準 基 準 確 認 方 法 

 

 

2. 強度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 耐 振 動 衝

撃性 

 

 

 

 

と。 

 

2. ベビーカーの強度は、次のと

おりとする。 

(1) フットレストを有してい

るものにあっては、強度試

験を行ったとき、破損及び

使用上支障のある異状が

ないこと。 

 

(2) シートベルトの緩み試験

を行ったとき、締付けの緩

み、締付具の変形、破損等

がないこと。 

 

(3) シートベルトの強度試験

を行なったとき、ベルトの

破損、変形、ロックの外れ

及び使用上支障のある異

状がないこと。 

 

(4) フロントガードを有する

ものにあっては、その強度

試験を行ったとき、破損、

変形及び使用上支障のあ

る異状がないこと。 

 

(5) 車輪の取付け強度試験を

行ったとき、破損、外れ及

び使用上支障のある変形

がないこと。 

 

3. ベビーカーの耐振動衝撃性

は、次のとおりとする。 

 

(1) 振動衝撃試験を行ったと

き、振動加速度は、○m/s2

以下になること。 



5 

項 目 基    準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ス ト ッ パ

の固定性 

 

 

5. 走行性 

 

 

 

6. 安定性 

 

 

7. 衝突強度 

 

 

 

8. 材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ハンドル及びシート上に

重すいを載せた状態で振

動衝撃試験を行ったとき、

各部に破損、変形及び使用

上支障のある異状がない

こと。 

なお、折り畳み機構及び

対面ハンドルの切り返し

操作機構を有するものに

あっては、容易に折り畳ま

れないこと。 

 

4. ストッパの固定強度試験を

行ったとき、車輪が回転しな

いこと。 

 

5. 走行試験を行ったとき、走行

は円滑で、だ行及び片寄り等

がないこと。 

 

6. 安定性試験を行ったとき、転

倒しないこと。 

 

7. 衝突強度試験を行ったとき、

各部に破損、外れ及び使用上

支障のある異状がないこと。 

 

8. ベビーカーの材料は次のと

おりとする。 

(1) 合成樹脂製部品および合

成樹脂製塗料で塗装した

部品にあっては、食品衛生

法に基づく厚生省告示第

370 号第４おもちゃの規定

に適合すること。 

 

(2) 繊維材料は、乳幼児に有害
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項 目 基    準 基 準 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 付属品 

な有害物質を含有する家

庭用品の規制に関する法

律に基づく厚生省令第 34

号別表１の規定に適合す

ること。 

 

(3) 耐食性材料以外の金属材

料は、防せい処理が施され

ていること。 

 

9. ベビーカーの付属品は、次の

とおりとする。 

(1) 付属品は、ベビーカーの安

全性を損なうものであっ

てはならない。 

 

(2) 乳幼児の手の届く範囲に

装着される付属小部品等

は、外れた場合に誤飲する

大きさでないこと。 
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５． 表示及び取扱説明書 

ベビーカーの表示及び取扱説明書は、次のとおりとする。 

項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

1. 表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 取 扱 説 明

書 

1. 製品には、容易に消えず、かつ剥がれにく

い方法で次の事項を表示すること。 

ただし、(3)については、その主旨を見

やすい箇所に表示すること。 

なお、その製品に該当しない事項は省

略してもよい。 

 

(1) 製造業者名、販売業者名若しくは輸入業

者名の名称又はその略号。 

 

(2) 製造年月若しくは輸入年月又はその略

号。 

 

(3) 使用上の注意。 

 

(a) 止め具等を確実にかけて使用するこ

と。 

 

(b) 折り畳みの開閉操作は、乳幼児の手

指などを挟むことがないよう、乳幼

児が触れた状態等では行わないこ

と。 

 

(c) 必ずシートベルトを締めて使用する

こと。 

 

(d) シートベルトを締めていても立ち上

がる場合もあるので注意すること。 

 

(e) 1人乗りに限る旨。 

 

(f) ベビーカーの使用対象月齢 

例）A形：生後1か月以上36か月以内 

 

2. 製品には、次に示す主旨のことを明示した

取扱説明書を添付すること。 

1. 表示の消えにくさ、剥がれにく

さ及び必要な項目の有無を目

視、触感等で確認すること。 

なお、(3)の表示項目は、安全

警告標識（ ）を併記し、目立

つ色彩を用いるなどしてより認

知しやすいものであることを確

認すること。また、文字の大き

さは 4.9mm 以上の大きさ（縦寸

法）の「警告」の文字を併記し、

目立つ色彩を用いるなどして認

知しやすいものであることを確

認すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 専門用語等が使用されず、一般

消費者が容易に理解できるもの
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項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

ただし、(1)は取扱説明書の表紙などの見

やすい箇所に示し、(2)及び(3)の事項は、

イラストなどを併記して理解しやすいもと

のし、(4)は安全警告標識等を併記してより

認知しやすいものとすること。 

なお、その製品に該当しない事項は省略

してもよい。 

 

(1) 取扱説明書を必ず読み、読んだ後保管す

ること。 

 

(2) 部品の一部が取り外されているベビーカ

ーは、その組立ての要領及び注意事項。 

 

(3) 折り畳み・調節方法及び注意事項。 

 

(4) 使用上の注意。 

 

(a) 形式ごとに、適用対象となる乳幼児

の月齢。 

 

例）A形：1か月以上36か月以内 

｛新生児期（生後1か月）を過ぎた、まだ

首が据わらない乳児を寝かせた状態での

使用から、最高48か月までの範囲内で表

示すること。｝ 

 

例）B形：6か月以上48か月以内 

｛自身の手で身体を支えることなく、一

人座りできる乳幼児(標準として6～7か

月)から、最高48か月までの範囲内で表示

すること。｝ 

 

(b) 折り畳み機構のあるベビーカーは、

使用するとき必ず止め具がかかって

いるかどうか確認すること。 

 

(c) 折り畳みの開閉操作は、乳幼児の手

であることを確認すること。 
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項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

指などを挟むことがないよう、乳幼

児が触れた状態では行わないこと。 

 

(d) ベビーカーに２人以上の乳幼児を同

時に乗せたり、シート以外のところ

に乗せたりしてはならないこと。 

 

(e) 必ずシートベルトを締めて使用する

こと。 

 

(f) シートベルトを締めていても立ち上

がる場合があるので、注意すること。 

 

(g) 肩ベルトは、乳幼児の体格に合った

状態になるよう、調整すること。長す

ぎる状態（垂れ下がった状態）にして

おくと、首に巻き付いたりする危険

性があります。 

 

(h) 乳幼児をベビーカーのなかで立たせ

てはならないこと。 

 

(i) 後方転倒に注意！ 

ハンドル部にものを下げないこと。

後方に転倒しやすくなります。 

 

(j) ストッパは、路面の状態、構造・機能

上、耐久性などから、絶対的に動かな

いようにすることはできないもので

あること。 

 

(k) ベビーカーを路上に放置する場合、

乳幼児は絶対置き去りにしないこ

と。 

 

(l) ベビーカーは、空車であっても坂の

途中、車道に近い歩道上など危険な

場所に放置しないこと。 
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項 目 基  準 基 準 確 認 方 法 

 

(m) ベビーカーに乳幼児を乗せたまま持

ち上げて移動しないこと。バランス

を崩したり、足下が見えなくてつま

ずいたりする危険があります。 

 

(n) 各部の固定部などにゆるみやきしみ

音があったり、部品の欠落、車輪の回

転の円滑さに異状を感じたりした

ら、そのまま使用せず、製造メーカ等

に連絡し、修理等の相談をすること。 

 

(o) 段差の通過時に関する注意事項。 

 

(5) 補助的に取り付けられる装備に関する注

意事項。 

 

(6) 公共交通機関の乗り入れに関する注意事

項。 

 

(7) 日常の点検、保守、清掃方法。 

 

(8) 修理、廃棄に関する注意事項。 

 

(9) ＳＧマーク制度は、ベビーカーの欠陥に

よって発生した人身事故に対する補償制

度である旨。 

 

(10) 製造時業者、輸入事業者又は販売事業者

の名称及び連絡先または連絡方法。 
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ベビーカー基準改正の解説 

  

適用月齢 

適用月齢は、EN規格に合わせて新生児からの使用について審議を行ったが、ＳＧ基準の適用開始

月齢は、制定時において２か月からであり、その後に生後１か月に改正した経緯がある。日本国内

のベビーカーは生後１か月からの使用が定着していることから、従来通り A形は新生児期（生後 1

か月）を過ぎてからとした。なお、B形はお座りできる時期からであり ENとの整合を考慮して、7

か月からの使用を 6～7か月からとした。 

 

４．安全性品質 

1．外観、構造及び寸法 

(2)及び(3)乳幼児の手足の届く範囲の静的な穴と開口部、可動部間のすき間 

・EN規格を取り入れた。 

(4)折り畳み操作中のすき間 

・日本国内においては、折り畳み操作中に指を挟む事故事例があったことから、従来どおり構造

と本体警告表示も含めた対応とすることとした。 

(5)背もたれの角度及び長さ 

・EN規格に合わせて、座面と背もたれ角度の他に、座面と水平線の角度、背もたれと水平線の角

度を加え、背もたれの長さを測定することとした。 

(6)シートベルトの身体保持性能 

・身体保持性能を確認するための試験を EN規格に合わせ、回転板に取付け 360°回転させ落下し

ない試験方法とした。 

なお、ベルトの幅は EN規格で定めている幅とし、肩ベルトの幅は従来通りとした。 

(7)列車のドア挟み検知試験 

・近年の列車はドアの感知能力が上がっており、ホームドアなども普及していることからドアは

さみの事故報告はなく、本試験の必要性について審議したが、地方においては、従来通りの列車

が使われている場合もある。非常にまれではあるが、今後も事故が発生しないという確証がない

ことから今回はドアはさみ試験は残すこととした。 

 なお、JR東日本の協力のもと現状の列車のドア感知について調査を行い、実態に合わせた試験

方法とした。 

(8)折り畳み機構 

・EN規格に合わせて、４つの機構のいずれかを満たすこととした。 

(9)ストッパ  

・従来通りとした。 

2．強度 

(1)フットレストの強度試験 

・従来通りとしたが、フットレストが付いているものだけを試験することとした。 

(2)シートベルトの緩み試験 

・従来通りとした。 
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(3)シートベルトの強度試験 

・300Nの引張試験とし、独立したシートベルトは 150Nとした。 

(4)フロントガードの強度試験 

・従来通りとした。 

(5)車輪の取り付け強度 

 

3．耐振動衝撃性 

(1)振動加速度試験 

・従来通りとした。 

(2)振動衝撃試験 

・従来通りとした。なお、EN規格の不規則表面試験の証明書でも良いことを追加した。 

 

4．ストッパの固定制 

・従来通りとした。なお、傾斜台の表面粗さを EN規格にあわせ詳細を検査マニュアルで規定する

こととした。 

 

5．走行性 

・従来通りとした。 

 

6．安定性 

・従来通りとし表現を修正した。 

 

7．衝突強度 

・従来通りとした。 

 

8．材料 

(1)合成樹脂の食品衛生試験 

・検査マニュアルで試験箇所の部位を ISOに合わせることとした。 

(2)繊維材料 

・従来通りとした。 

(3)耐食性 

・従来通りとした。 

 

 

9．付属品 

(1)付属品の影響 

・従来通りとした。 

(2)付属小部品の誤飲 

・従来通りとした。 
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５．表示及び取扱説明書 

適用月齢は、従来通り A形は新生児期（生後１か月）を過ぎてからとし、B形は ENとの整合を考

慮して、従来は 7月からの使用を 6～7か月からとした。 

車輪径の大きさの項目を削除したため、取扱説明書において“(o) 段差の通過時に関する注意事

項”を追加した。 


